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上限管理事務について

国保連請求

「利用者負担額」の合計が

「利用者負担上限月額」を・・・

Yes: 超えた or No: 超えていない

上限管理事業所における

「利用者負担額」が

「利用者負担上限月額」を・・・

Yes: 超えた

or

No: 超えていない

管理結果番号は・・・

「２」

「管理結果後利用者負担額」には

「利用者負担額」を記入してくだ

さい。

管理結果番号は・・・

「１」

負担額を充当する上限管理事業所

については、「管理結果後利用者

負担額」には「利用者負担上限月

額」を記入。そのほかの事業所分

については０円を記入してくださ

い。

管理結果番号は・・・

「３」

「管理結果後利用者負担額」には

「利用者負担上限月額」に達する

まで、優先順位の高い事業所から

順に、「利用者負担額」を記入し

てください。到達後の事業所分に

ついては０円を記入してください。

一月あたりの利用者負担額が利用者負担上限月額を超過することが予測される

支給決定対象者については、当該支給決定対象者等の利用者負担の上限額の管理

が必要となります。

上限額管理者となった事業所は、以下の点に留意して処理をお願いいたします。


